
月号

◇
内
容
　

大
平
町
内
の
対
象
店
舗
で

５
０
０
円
以
上
お
買
い
も
の
を
し
、

か
つ
マ
イ
バ
ッ
グ
を
利
用
す
る
な

ど
し
て
レ
ジ
袋
を
辞
退
し
た
場
合

に
、お
店
の
レ
ジ
に
て
「
抽
選
券
」

１
枚
を
も
れ
な
く
プ
レ
ゼ
ン
ト
し

ま
す
。こ
の
抽
選
券
で
、エ
コ
グ
ッ

ズ
等
が
当
た
る
マ
イ
バ
ッ
グ
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
抽
選
会
（
大
平
産
業
祭

の
イ
ベ
ン
ト
会
場
で
開
催
予
定
）

に
参
加
で
き
ま
す
。

☆

月
は
３
Ｒ
（
リ
デ
ュ
ー
ス
、
リ

ユ
ー
ス
、
リ
サ
イ
ク
ル
）
月
間
で

す
。
買
い
物
時
の
マ
イ
バ
ッ
グ
利

用
、
生
ご
み
の
ひ
と
絞
り
等
で
き

る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

◇
問
合
先

大
　

市
民
生
活
課 

☎
（ ）
９
２
１
１

浄
化
槽
は
、
微
生
物
の
力
で
家
の

ト
イ
レ
や
台
所
か
ら
出
る
排
水
の
汚

れ
を
分
解
し
き
れ
い
に
す
る
も
の
で

す
。浄

化
槽
の
管
理
を
す
る
こ
と
で
き

れ
い
な
川
や
海
を
守
り
、
浄
化
槽
を

長
持
ち
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
浄
化
槽
法
で
、
次
の
維
持

管
理
を
実
施
す
る
こ
と
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

○
保
守
点
検

　

浄
化
槽
の
機
械
の
点
検
・
修
理
、

消
毒
剤
の
補
充
な
ど
を
行
い
ま
す
。

市
で
は
、
次
の
日
程
で
夜
間
休
日

窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
納
付
又
は
、
ご

相
談
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

納
期
限
内
で
の
納
付
に
つ
い
て
、

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

（  ）

「腰痛」の方に大評判！
らくだの敷ふとん
（キャメル敷パッド）

ふとんの川野辺 検　索ホームページ

大工直営店

泉川町446-1 TEL 0282-20-7785

検索

｢うちはいい腕の大工さんがいますから！！｣
って営業さんからよく聞きませんか？

家を直すのは　家を　１番知っている人に　頼むのが１番です

直接　地場の大工さんに　相談してみませんか？
現場確認 見積もり無料 合見積もりＯＫ

リフォーム工事は大工が主役です

平
日
夜
間

休
日
納
税
相
談
窓
口
の
開
設

◇
問
合
先

本
　

税
務
課
　

☎
（ ）
２
１
３
１ 

大
　

税
務
課
　

☎
（ ）
９
２
０
８ 

藤
　

税
務
課
　

☎
（ ）
０
９
０
２ 

都
　

税
務
課
　

☎
（ ）
１
１
０
１

月

日
㈪
〜

日
㈰
の
「
違
反

建
築
防
止
週
間
」
は
、
建
築
基
準
法

の
目
的
や
制
度
を
皆
さ
ん
に
知
っ
て

い
た
だ
く
と
と
も
に
、
安
全
で
住
み

よ
い
ま
ち
を
つ
く
る
た
め
に
違
反
建

築
を
未
然
に
防
止
す
る
目
的
で
全
国

的
に
行
わ
れ
ま
す
。

建
物
を
建
て
る
前
に
は
建
築
確
認

申
請
を
行
い
、
工
事
終
了
後
完
了
検

査
を
受
け
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

期
間
中
は
市
内
一
斉
建
築
パ
ト

ロ
ー
ル
を
実
施
し
、
違
反
建
築
の
防

止
と
是
正
指
導
を
行
い
ま
す
。現
在
、

建
築
工
事
中
の
方
は
、
工
事
現
場
に

確
認
表
示
板
が
掲
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
か
め
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
建
築
に
関
す
る
相
談
窓
口

も
開
設
し
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

◇
問
合
先

本
　

建
築
指
導
課 

☎
（ ）
２
６
２
７

◇
期
日　月

日
㈰
〜

日
㈰

◇
会
場
　

大
平
町
内
の
ス
ー
パ
ー
、

小
売
店
お
よ
び
コ
ン
ビ
ニ
（
一
部

除
く
）

県
知
事
の
登
録
を
受
け
た
浄
化
槽
保

守
点
検
業
者
に
委
託
し
、
定
期
的
に

実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

○
清
掃

汚
泥
の
蓄
積
に
よ
る
浄
化
槽
の
処

理
機
能
低
下
を
防
ぐ
た
め
、
汚
泥
を

抜
き
取
り
、
付
属
の
装
置
な
ど
の
洗

浄
や
掃
除
を
し
ま
す
。
市
長
の
許
可

を
受
け
た
浄
化
槽
清
掃
業
者
に
委
託

し
、
年
に
１
回
以
上
実
施
し
て
く
だ

さ
い
。

○
法
定
検
査
（

条
検
査
）

浄
化
槽
の
機
能
を
確
認
す
る
た
め
、

放
流
水
の
水
質
検
査
を
、
県
知
事
の

指
定
し
た
検
査
機
関
（
㈳
栃
木
県
浄

化
槽
協
会
）
で
年
に
１
回
受
け
る
も

の
で
、
検
査
手
続
き
は
浄
化
槽
保
守

点
検
業
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

◇
問
合
先

㈳
栃
木
県
浄
化
槽
協
会

 

☎
０
２
８

－

６
３
３

－

１
６
５
０

本
　

下
水
道
課
　

☎
（ ）
５
７
１
１

◇
期
日
　

月
７
日
㈭

◇
時
間
　

午
後
２
時
〜

◇
場
所
　

吹
上
公
民
館
（
吹
上
町
）

◇
問
合
先
　

教
育
総
務
課

　

☎
（ ）
２
７
１
１

　   月日

場所

/ / / / / / /

（火） （水） （木） （金） （土） （日） （月）

本　庁 ○ ○ ○ ○ ― ☆ ○

各総合
支　所

― ― ― ○ ― ☆ ―

『○』平日夜間窓口　午後５時 分～７時

『☆』休日窓口　　　午前９時～午後４時

違
反
建
築
防
止
週
間

第
６
回
栃
木
市

大
平
町
マ
イ
バ
ッ
グ

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

月
１
日
は浄

化
槽
の
日
で
す

月
定
例
教
育
委
員
会
開
催

イ
ン
フ
ォ

　

メ
ー
シ
ョ
ン

月号（  ）

上都賀郡西方町本城62－３

栃木で家をつくるなら

www.konohanahome.com

経営・会計・税務のパートナー

板倉公認会計士事務所

板倉税理士事務所

毎
年

月
は
全
国
不
正
軽
油

撲
滅
強
化
月
間
で
す

不
正
軽
油
に
関
す
る
情
報
を
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

○
不
正
軽
油
と
は
、
軽
油
取
引
税
の

脱
税
を
目
的
に
、
軽
油
代
替
燃
料

と
し
て
灯
油
や
重
油
を
混
和
す
る

等
し
て
使
用
す
る
も
の
で
す
。

　

知
事
の
承
認
を
受
け
ず
に
自
動
車

の
燃
料
と
し
て
灯
油
や
重
油
な
ど

を
使
用
す
る
と
、
罰
則
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
不
正
軽
油
に
関
わ
る
者
は
す
べ
て

罰
則
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

◇
不
正
軽
油
に
関
す
る
情
報

不
正
軽
油
１
１
０
番
（
☎
０
２
８

－

６
２
６

－

３
１
７
８
）
へ

月
の
納
付

★
普
通
徴
収

○
市
県
民
税 

３
期
分

○
国
民
健
康
保
険
税 

４
期
分

○
介
護
保
険
料 

４
期
分

○
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

 

４
期
分

★
特
別
徴
収（

年
金
か
ら
の
天
引
き
）

○
市
県
民
税

○
国
民
健
康
保
険
税

○
介
護
保
険
料

○
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

国民年金で保険料を免除された期間は、年金を受け取るために必要な受給資格期間（ 年）に参入されます

が、受け取る年金額は保険料を全額納付した場合より少なくなります。

　老齢基礎年金の場合、保険料を全額納めたときを１とすると、

○全額　　免除期間　…　２分の１　

○４分の３免除期間　…　８分の５

○半額　　免除期間　…　４分の３

○４分の１免除期間　…　８分の７　　　の保険料を納めたものとして計算されます。（平成 年度）

※学生納付特例と若年者納付猶予になった期間は、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

そこで、これらの期間の保険料は、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、 年以内であれば、さか

のぼって納める（追納）ことができます。

平成 年度に追納する 年度までに免除された追納保険料の額は、下表のとおりです（平成 年度以前の追

納額には一定の加算が行われています）。

なお、保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込みが必要ですので、栃木年金事務所へ問い

合わせください。

免除された

年度（平成）

追納保険料額（月額）

全額免除 ４分の３免除 半額免除 ４分の１免除

１２ １５，７７０円 　　　 　　　 　　　

１３ １５，１８０円 　　　 　　　 　　　

１４ １４，５９０円 　　　 ７，３００円 　　　

１５ １４，３６０円 　　　 ７，１８０円 　　　

１６ １４，１８０円 　　　 ７，０９０円 　　　

１７ １４，２２０円 　　　 ７，１１０円 　　　

１８ １４，２６０円 １０，６９０円 ７，１３０円 ３，５６０円

１９ １４，３００円 １０，７２０円 ７，１５０円 ３，５７０円

２０ １４，４１０円 １０，８１０円 ７，２００円 ３，６００円

２１ １４，６６０円 １０，９９０円 ７，３３０円 ３，６６０円

◇問合先　栃木年金事務所　☎２２－６０７４

本　保険年金課　☎２１－２１５５　　大　市民生活課　☎４３－９２０９　

藤　市民生活課　☎６２－０９０３　　都　市民生活課　☎２９－１１０２

年金のお知らせ～国民年金保険料の追納～

イ
ン
フ
ォ

　

メ
ー
シ
ョ
ン




